
鹿
児
島
県
の
最
低
賃
金
が

改
定
さ
れ
ま
し
た

　

平
成
30
年
10
月
１
日
よ
り
、
鹿
児
島

県
の
最
低
賃
金
が
時
間
額
７
６
１
円
に

改
定
さ
れ
ま
し
た
。

【
特
定（
産
業
別
）最
低
賃
金
】　

■�

電
子
部
品
・
デ
バ
イ
ス
・
電
子
回
路
、

電
気
機
械
器
具
、
情
報
通
信
機
械
器

具
製
造
業
＝
時
間
額
７
８
８
円

　
（
平
成
30
年
12
月
28
日
か
ら
）

■�

自
動
車（
新
車
）
小
売
業
＝
時
間
額

８
２
１
円

　
（
平
成
30
年
12
月
28
日
か
ら
）

※�

百
貨
店
・
総
合
ス
ー
パ
ー
の
最
低
賃

金
額
は
、
平
成
30
年
度
は
改
正
が
あ

り
ま
せ
ん
で
し
た
の
で
、
平
成
30
年

10
月
1
日
か
ら
鹿
児
島
県
最
低
賃
金

額
７
６
１
円
以
上
の
支
払
い
が
必
要

で
す
。

問
鹿
児
島
労
働
局　

資
金
室

　

☎
０
９
９
‐
２
２
３
‐
８
２
７
８

危
険
ド
ラ
ッ
グ
・
シ
ン
ナ
ー

等
乱
用
防
止
強
調
月
間

　

３
月
11
日
か
ら
４
月
10
日
は
、『
危
険

ド
ラ
ッ
グ
・
シ
ン
ナ
ー
等
乱
用
防
止
強

調
月
間
』で
す
。

　

危
険
ド
ラ
ッ
グ
を
乱
用
す
る
と
、
お

う
吐
や
け
い
れ
ん
、
意
識
消
失
な
ど
が

起
き
、
死
亡
に
至
る
こ
と
も
あ
り
ま
す
。

ま
た
、
精
神
へ
影
響
を
及
ぼ
し
、
自
分

の
意
思
で
乱
用
を
や
め
る
こ
と
が
で
き

な
く
な
る
可
能
性
も
あ
り
ま
す
。
危
険

ド
ラ
ッ
グ
は
大
変
危
険
な
薬
物
な
の
で
、

好
奇
心
な
ど
か
ら
安
易
に
手
を
出
し
た

ら
絶
対
に
い
け
ま
せ
ん
。

　

家
庭
、
学
校
、
地
域
な
ど
そ
れ
ぞ
れ

の
立
場
で
危
険
ド
ラ
ッ
グ
等
の
薬
物
乱

用
防
止
に
努
め
ま
し
ょ
う
。

問
志
布
志
保
健
所

　

☎
０
９
９
‐
４
７
２
‐
１
０
２
１

２
０
１
９
年
度 

慰
霊
巡
拝

の
実
施
予
定
に
つ
い
て

　

２
０
１
９
年
度
に
お
け
る
慰
霊
巡
拝

に
つ
い
て
お
知
ら
せ
い
た
し
ま
す
。

　

参
加
対
象
遺
族
の
範
囲
お
よ
び
選
考

基
準
な
ど
関
係
書
類
は
、
役
場
保
健
福

祉
課
に
準
備
し
て
あ
り
ま
す
の
で
左
記

問
い
合
わ
せ
先
ま
で
ご
連
絡
く
だ
さ
い
。

【
実
施
地
域
と
県
の
内
申
締
切
日
】

・
ア
ッ
ツ
島　
　

４
月
10
日（
水
）

・
モ
ン
ゴ
ル
国　

４
月
10
日（
水
）

・
イ
ル
ク
ー
ツ
ク
州　

４
月
10
日（
水
）

・
ハ
バ
ロ
フ
ス
ク
地
方　

４
月
10
日（
水
）

・
中
国
東
北
地
方　

４
月
19
日（
金
）

・
ソ
ロ
モ
ン
諸
島　

４
月
24
日（
水
）

・
沿
海
地
方　

５
月
８
日（
水
）

・
東
部
ニ
ュ
ー
ギ
ニ
ア　

５
月
22
日（
水
）

・
イ
ン
ド　

７
月
17
日（
水
）

・
マ
リ
ア
ナ
諸
島　

７
月
29
日（
月
）

・�

フ
ィ
リ
ピ
ン（
一
班
・
二
班
・
三
班
）�

９
月
20
日（
金
）

・
硫
黄
島（
一
次
・
二
次
）

　

※�

実
施
予
定
時
期
、
期
間
、
募
集
人

員
に
つ
い
て
は
、
地
域
ご
と
に
違

い
ま
す
の
で
お
問
い
合
わ
せ
く
だ

さ
い
。

問
保
健
福
祉
課　

社
会
福
祉
係

　

☎
０
９
９
‐
４
７
６
‐
１
１
１
１

マ
イ
ナ
ン
バ
ー
カ
ー
ド
を

取
得
し
ま
し
ょ
う

　

マ
イ
ナ
ン
バ
ー
カ
ー
ド
は
、
マ
イ
ナ

ン
バ
ー
（
個
人
番
号
）
が
記
載
さ
れ
た

顔
写
真
付
の
カ
ー
ド
で
、
通
知
カ
ー
ド

と
は
異
な
り
ま
す
。

　

マ
イ
ナ
ン
バ
ー
カ
ー
ド
の
申
請
は
、

通
知
カ
ー
ド
に
同
封
さ
れ
た
申
請
方
法

の
案
内
文
を
ご
覧
く
だ
さ
い
。

　

な
お
、
通
知
カ
ー
ド
を
紛
失
さ
れ
た

方
は
、
再
発
行
が
可
能
で
す
の
で
、
市

町
村
窓
口
か
下
記
マ
イ
ナ
ン
バ
ー
総
合

フ
リ
ー
ダ
イ
ヤ
ル
に
お
問
い
合
わ
せ
く

だ
さ
い
。

　

※�
詳
し
く
は
，
マ
イ
ナ
ン
バ
ー
（
社

会
保
障
・
税
番
号
制
度
）
ホ
ー
ム

ペ
ー
ジ
を
ご
覧
く
だ
さ
い
。

問
マ
イ
ナ
ン
バ
ー
総
合
フ
リ
ー
ダ
イ
ヤ
ル

　

☎
０
１
２
０
‐
９
５
‐
０
１
７
８

　

県
庁
情
報
政
策
課

　

☎
０
９
９
‐
２
８
６
‐
２
３
８
８

世
界
自
閉
症
啓
発
デ
ー
・

発
達
障
害
啓
発
週
間
に

つ
い
て

　

毎
年
４
月
２
日
は
国
連
が
定
め
た

「
世
界
自
閉
症
啓
発
デ
ー
」、
ま
た
、
同

日
か
ら
８
日
ま
で
は「
発
達
障
害
啓
発

週
間
」で
す
。

　

自
閉
症
を
は
じ
め
と
す
る
発
達
障
害

の
方
は
、
他
人
の
意
図
や
感
情
を
直

感
的
に
理
解
し
た
り
、
言
葉
を
適
切
に

使
う
こ
と
な
ど
が
苦
手
な
場
合
が
あ
り
、

学
校
や
職
場
で
さ
ま
ざ
ま
な
問
題
や
困

難
に
直
面
す
る
こ
と
が
あ
り
ま
す
。

　

こ
れ
ら
は
、
親
の
し
つ
け
や
家
庭
環

境
が
原
因
で
は
な
く
、
脳
機
能
の
発
達

に
関
係
す
る
も
の
で
、
見
た
目
に
は
障

害
が
あ
る
こ
と
が
わ
か
り
に
く
い
た
め
、

行
動
や
態
度
が
誤
解
さ
れ
る
こ
と
が
あ

り
ま
す
。

　

発
達
障
害
の
特
徴
を
知
り
正
し
く
理

解
し
て
い
た
だ
く
こ
と
が
大
切
で
す
。

問
県
庁
障
害
福
祉
課

　

☎
０
９
９
‐
２
８
６
‐
２
７
４
４

不
妊
治
療
費
助
成
の 

申
請
期
限
の
お
知
ら
せ

　

県
で
は
、
不
妊
治
療
指
定
医
療
機
関

で
特
定
不
妊
治
療
を
受
け
ら
れ
た
県
内

に
お
住
ま
い
の
ご
夫
婦
へ
不
妊
治
療
費

助
成
金
を
給
付
し
て
い
ま
す
。

　

平
成
30
年
度
中
に
治
療
が
終
了
さ
れ

た
方
は
、
申
請
期
限
が
平
成
31
年
３
月

29
日（
金
）と
な
っ
て
い
ま
す
の
で
ご
注

意
く
だ
さ
い（
３
月
に
治
療
が
終
了
さ

れ
た
方
で
、
期
限
内
の
申
請
が
間
に
合

わ
な
い
場
合
に
限
り
、
申
請
期
限
を
４

月
26
日（
金
）ま
で
延
長
し
ま
す
）。

【
申
請
先
】

　

お
住
ま
い
の
市
町
村
を
管
轄
す
る
県

保
健
所

　

※�

詳
し
く
は
県
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
を
ご

覧
く
だ
さ
い
。（
「
鹿
児
島
県　

不

妊
」で
検
索
）

問
県
庁
子
育
て
支
援
課

　

☎
０
９
９
‐
２
８
６
‐
２
４
６
６

ご
存
知
で
す
か
？ 

サ
ツ
マ
イ
モ
な
ど
の 

移
動
制
限

　

沖
縄
県
、
奄
美
群
島
や
ト
カ
ラ
列
島

に
は
、
サ
ツ
マ
イ
モ
な
ど
に
被
害
を
与

え
る
ア
リ
モ
ド
キ
ゾ
ウ
ム
シ
な
ど
が
生

息
す
る
た
め
、
植
物
防
疫
法
に
よ
り
県

本
土
へ
の
持
ち
込
み
を
禁
止
さ
れ
て
い

る
植
物
な
ど
が
あ
り
ま
す
。

　

奄
美
群
島
な
ど
の
生
息
地
か
ら
サ
ツ

マ
イ
モ
な
ど
を
お
土
産
で
も
ら
っ
た
り
、

宅
配
便
で
贈
ら
れ
て
き
た
り
し
た
時
に

は
病
害
虫
防
除
所
や
植
物
防
疫
所
が
処

分
し
ま
す
の
で
ご
連
絡
く
だ
さ
い
。
皆

さ
ま
の
ご
理
解
と
ご
協
力
を
お
願
い
し

ま
す
。

※�

詳
し
く
は
植
物
防
疫
所
の
ホ
ー
ム

ペ
ー
ジ
を
ご
覧
く
だ
さ
い
。（
「
植
物

等
の
移
動
規
制
」で
検
索
）

問
鹿
児
島
県
病
害
虫
防
除
所

　

☎
０
９
９
‐
２
４
５
‐
１
１
５
７

　

門
司
植
物
防
疫
所
鹿
児
島
支
所

　

☎
０
９
９
‐
２
２
２
‐
１
０
４
６

お知
らせ

お知
らせ

お知
らせ

お知
らせ

お知
らせ

お知
らせ

お知
らせ
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